
保健福祉課・住民生活課より

お問い合わせ先　　（本庁）福祉チーム　☎ 0994-22-3042　（支所）民生チーム　☎ 0994-25-2511

平成30年度　保育園入園・継続申込みのお知らせ
　平成30年度保育園入園児を募集します。入園を希望される保護者の方は、お早めにお申し込みください。また、
現在通園している方々も申し込み手続きが必要になりますので、忘れずにお申込みください。入園申込に必要な
書類等は、役場本庁保健福祉課福祉チーム・支所住民生活課民生チーム、または町内各保育園等にあります。

保育園等名称 利用定員 所在地 電話番号 開所時間 延長保育
法 輪 保 育 園 30 城元777番地 ☎ 22-0010 7：00～19：00 18：00～19：00
め ば え 保 育 園 20 神川3141番地26 ☎ 22-0768 7：00～18：00
ひ か り 保 育 園 20 城元4750番地3 ☎ 29-0256 7：00～19：00 18：00～19：00
川 原 保 育 園 50 田代川原275番地1 ☎ 25-2037 7：00～19：30 18：00～19：30
認定こども園　大根占幼稚園 30 城元517番地2 ☎ 22-1233 7：00～19：00 18：00～19：00

錦江町内認可保育園等一覧表

●申込書受付期間　　　　　
　平成29年12月18日（月）～平成３０年１月19日（金）
　（土日祝日、１２月２９日～１月３日を除く）
●申込書提出先
　役場本庁保健福祉課福祉チーム・支所住民生活
課民生チームへ申込書を持参してください。
※�在園児の場合、現在利用している保育園への提
出が可能です。
●入園の条件
　すべての保育園の対象年齢は平成３０年４月１日
現在で０歳から５歳の児童で、保護者の就労（内
職も含む）や病気、病人の看護、母親が妊娠中も
しくは産後間もない場合等により、日中に家庭内
で十分に児童の保育ができない場合です。【保育
を必要とする事由があること】
●必要なもの
・�新規申込者＝支給認定申請書兼利用申込書及び
添付書類

・継
（ 在 園 児 ）
続入所者＝�現況届兼利用申込書及び添付書類

（２・３号認定者）
【�保育を必要とする事由を証明する各種関係書類
（勤務（予定）証明書等）が必要になります。】

※�平成２8年１月１日からマイナンバー制度が導入
されたことにより、個人番号の利用が開始され
ました。これに伴い、支給認定申請書兼利用申
込書等に『個人番号』記入欄が設けてあります
ので必ず記入してください。

※�認定こども園も保育園と同様に園児の入園・継
続申込みを受け付けます。

※�この一覧表は、平成２９年１２月１日現在の各施設
の状況です。申込者数の状況によっては、希望
に添えない場合があります。詳しくは、保健福
祉課または住民生活課へお問い合わせください。
※�各保育園等施設の詳細については、直接各施設
にお問い合わせください。

観光交流課より
観光施設の年末年始営業日について

　町内の観光施設の年末年始営業日は次のとおりです。営業時間等が変更になりますのでご注意ください。

施　設　名 年　末 年内最終日
閉店時間 年　始 お問い合わせ

トロピカルガーデンかみかわ 12月31日まで 18：00 １月３日から ☎22-0318
道の駅「錦江にしきの里」 12月30日まで 18：00 １月４日から ☎22-0831
花 瀬 で ん し ろ う 館 12月28日まで 16：00 １月９日から ☎22-3838
花 瀬 バ ン ガ ロ ー 村
オ ー ト キ ャ ン プ 場 12月28日まで 16：00 １月４日から ☎22-3838

（花瀬でんしろう館）
※トロピカルガーデンかみかわの12月31日の営業は正午からです　　※年始からは、全ての施設が通常営業となります

お問い合わせ先　　（支所）観光交流チーム　☎ 0994-28-2488
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